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1.はじめに

戦後わが国における学力論争の展開は、大きくいって 4つの時期に区分することができ

る。I)

①1950年前後の戦後新教育期において、 「基礎学力」とは何かが集中的に議論された時

期 （「基礎学力」 「態度主義学力」）

②1958年の学習指導要領改訂・法的拘束化、それに伴う 1961年全国一斉学力調査（いわ

ゆる「学テ」）が行われた時期

③1970年代半ば、藤岡信勝・鈴木秀ーと坂元忠芳との間で「学力とは何か」について論

争された時期

④1980年代半ば以降、不登校児の増加、とめどない受験競争といった社会的背景（「公

教育の危機」）のもとで、学校の持つ社会的機能、ないしは学校そのものの問い直しの動

向と結ぴついて学校での学習のあり方が「学校知」批判という形で噴出する時期

以上の四つに区分される各時期において、学力をめぐる論議は、その時々の教育実践．

研究のあり方を問い、その後の実践・研究の方向を指し示すという役割を果たしてきた。

つま り、 以上の各時期を通じて、その時々の社会からの要請に対して学校教育がどのよう

に応えるのかという問題が、学校教育において形成すぺき国民的な教養の基礎とはどのよ

うなものなのか、そしてそれはどのようにして形成していけば良いのかという問題として

論じられてきたのであり、それが学力論争として展開されてきているのである。

さて、②・③の時期に当たる1950年代後半以降においては、科学的知識・技術、あるい
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は芸術的形象という、いわゆる人類の文化的遺産の継承が学校教育の基本的任務と考えら

れてきた。したがって、そこで形成されるべき学力は、科学的な知識や技能・習熟、芸術

的形象といったもので捉えられ、その形成は科学的知識、技術、芸術的形象の系統的教授

によって行うものと考えられてきている。

ところが、今日の学力をめぐる論議は、学力とは何か、学力をどのように形成するのか

という問題を論ずる甚本的な構図に対する根本的な変更を迫るものとなっている。

そこで本小論においては、 1980年代半ば以降、活発に論議されている今日の学力論の展

開を、学びの空洞化といわれる現象との関わりで整理し、その特徴を探ることを目的とす

る。

2．今日の学力論の背景

今日の学力論は、 「公教育の危機」といわれる学校教育をめぐる問題状況を背景とし、

その克服を課題として展開されている。そして、そこで最も深刻な問題として捉えられて

いるのが、学ぴの空洞化といわれる現象である。したがって、今日の学力論の特徴を探ろ

うとする場合、 「公教育の危機」といわれる状況の構図を、学ぴの空洞化現象とのかかわ

りで整理しておく必要があるだろう。

(l)学校への過剰期待と現場の対応

1980年代は、学校教育をめぐって、 「おちこぼれ（おちこぼされ）」の増加・蔓延化、

登校拒否・不登校、高校の中途退学、 「いじめ」、などのさまざまな問題が噴出した時期

であった。それは、学校教育が担っている、学力の保障と民主的人格の形成という課題の

遂行が、危機的状況に陥っていることの現れであった。ところが、問題の本質は、こうし

た問題が、特殊な子どもだけのものではなく、日々学校に通う大多数の子どもたちにも、

多かれ少なかれ共通するというところにあった。 「学校がおもしろくない」 「教師が嫌い

だ」といった不満を多くの子どもが抱えながら、かろうじて学校へ通っていたのである。

しかし、こうした問題の責任を、子どもたちに求めることはできない。子どもたちは、

自ら「おちこぼれ」たのではなく、学校・教師、あるいは学習内容の難化 ・過密化を推し

進める教育政策によって「おちこぼされ」たのであり、学校へ行きたくないのではなく、

「行かなければいけないのはわかっているけど、行けない」のであった。

こうした問題の背景には、受験競争の激化と地域 ・家庭の教育力の衰退・喪失に伴う親

の学校に対する期待の増大があった。親が、子どもの将来のためにできるだけのことをし

てやりたいと願うのは当然のことである。つまり、学歴社会においては、子どもたちによ

り高い学歴を身につけさせることが、学卒後のより豊かな生活を保障すると考えられるの

であるから、親たちは、受験競争を戦い抜くための「学力」の形成を学校に期待すること

になる。また、地域共同体の崩壊、核家族化・家族関係の変化によって、地域・家庭の教

育力が衰退していく中で、それまでは地域や家庭において行われるのが当然と考えられて

いた、躾にかかわる問題までもが学校に期待されるようになったのである。

子どもの教育にかかわるほとんどすぺての問題が期待されることになった学校において

は、受験のための授業と、校則や生活点検などによる管理主義的な生活指導が現実的な対

応として行われることになる。こうして、子どもたちは、授業においては受験のためにど
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れだけ知識を覚えたかということ＝「学力」という抽象的な墓準によって序列化され、授

業以外では校則によって生活の隅々まで管理されることになる。子どもたちにとって学校

は、 「抑圧の場」であり、学ぶ喜ぴや自らの成長 ・発達を実感できる場ではなくなってし

まったのである。しかも、多くの学校においては、現実には、学校教育自身の変質を背景

として起こってきた危機的状況に対して、受験のための授業と管理主義的な生活指導をよ

り強化していく方向がとられたため、学校に内在する矛盾はさらに深刻化していったので

ある。

受験のために行われる授業は、子どもたちの学びの本来的な意味を変質させて行くこと

になる。つまり、子どもたちの学びは、本来的には、子どもたち自らの内発的な動機にも

とづき（たとえそれが教師によって提示された課題であったとしても）、仲間との共同に

よって進められるものであり、学ぶ喜びや自らの成長 • 発達の確かな手ごたえを与えてく

れるものである。ところが、受験のための授業においては、子どもたちにとって学びは、

「受験」という外発的な動機にもとづき、仲間との敵対的な関係において、自らを疲弊さ

せ、すり減らすものとして実感されるのである。

以下、このような学びの空涸化現象を支えるメカニズムについてみていく。

(2) 「学力」の商品化・私的所有化

さて、受験競争は、 1975年以降の「閉じられた競争」期2)に入り、一方では、ほとんど

すぺての子どもたちを巻き込みながら、しかし他方で、その窓口が「計画進学率」の設定

などによって政策的に閉ざされることにより、一層激しさを増していった。受験競争の難

化、低年齢化、全面化の進行である。こうした状況においては、 「学力」の形成を学校教

育だけに期待することはできなくなる。塾や予備校などの受験産業にも「学力」形成の重

要な機関として、大きな期待がかけられることになる。これは、これまで学校教育の中心

的課題とされてきた学力の形成が、受験ということに限って言えば、塾や予備校という場

において市場の論理によって行われる、という事態の発生を意味している。つまり、 「学

カ」が、ひとつの商品として売買されることになったのである。受験産業による教育サー

ピスの購入→「学力」の獲得→高学歴の獲得→将来の保障という構図の中で、親たちにと

って、子どもの教育に関する出費は、 「投資」として捉えられることになる。

「学力」の商品化の論理は、また、 「学力」の私的所有を内在させている。つまり、受

験産業によって与えられる「学力」は、子どもが受けた教育サーピスの違いによってさま

ざまである。学校教育においては、 「学力」の高低だけでなく多様な基準によって編成さ

れた学級を前提として、学びは集団的に進められ、その成果を学級全体で共有することを

目指すのに対して、例えば塾などでは、 「学力」の高低によって能力別クラス編成が行わ

れ、それぞれのレベルに合わせて指導が行われる。しかも、それぞれのクラスごとに、ク

ラス間移動（「学力」ランクの移動を意味する）を含んだ競争が常時行われている。こう

した中では、たとえ同じクラスで学んでいたとしても、子どもたちの学びも、その成果も

クラス全体の共同のものとなることはない。隣に座っている子どもよりも一点でも良い点

を取ることが、自分が現在のクラスに止まる、あるいは上位のクラスヘ移動するためには

必要なのである。したがって、そこで子どもたちに獲得される「学力」は、仲間と交流し

共有すぺきものではなく、自分一人が持っているものでなければならなくなるのである。
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(3)受験競争と階層分化

親 ・子ども、あるいは学校 ・教師を巻き込んで、受験競争がここまで激しさを増すのは

なぜであろうか。この問題に対して、看過することのできない指摘がなされている。それ

は、学校教育が社会的な階層秩序を固定化している、あるいは拡大 ・再生産しているとい

う指摘である。

学校が、社会的階層の上昇のためのひとつの手段となっていることは、否定できない事

実である。ところが、受験競争が激化し、 「学力」の商品化・私的所有が進行する中で、

子どもたちは、それぞれの家庭の社会的階層に応じて異なったスタートラインから競争に

参加することになる。つまり、今日の受験競争においては、いかに早く受験競争にとって

よりよい環境に子どもを投げ入れることができるか、ということが勝負の分かれ目となっ

ている。したがって、受験競争にとっては、家庭が子どもの教育にどれだけ「投資」でき

るか、が決定的に重要なファクターとして働いているのである。ここでは、教育を受ける

権利の機会均等の原則は通用しないのである。

(4)能力主義価値の一元的支配

さて、このように受験競争が激化する最大の要因は、受験競争の結果生み出された序列

が、社会的 ・経済的な序列と直結しているということである。

わが国の企業においては、特定の技能資格や熟練に応じて労働内容が割り振られるので

はなく、 0J T (On the Job Training) によってさまざまな職能を身につけ、どんな労働

にも適応することが求められるのであり、うまく適応できた者だけが昇進して行けるので

ある。したがって、労働者に求められるのは、特定の技能資格や熟練ではなく、どんな労

働内容にも適応できる一般的・潜在的能力である。

これに対して、受験競争において争奪戦が繰り広げられる「学力」は、教科書に書いて

あることをできるだけ多量に記憶し、それらを正確に再生することができる能力である。

つまり「学力」とは、ある特定の課題を解決する場合に有効に働くように組織立って獲得

された能力ではなく、より一般的 ・抽象的な能力である。 「学力」のこのような性格は、

「学力」が、企業の労働者採用にあたって非常に有効な基準となることを示している。

こうして受験競争は、企業における昇進競争に直結するものとなる。そこでは、学校に

おける受験競争と企業における昇進競争を貫く「競争メカニズムの一元化」がもたらされ

ることになる。 3)

競争メカニズムが、学校・社会を貫いて一元化されている状況では、 「子どもに将来豊

かな生活を送ってほしい」という親の願いや、それに応えようとする学校 ・教師の努力、

そして何よりも、子どもたちの夢や希望は、ゆがめられ、 「『能力主義』価値の一元的支

配」叫こ溺め捕られて行くことになる。受験競争からの雌脱は、それから自由になること

を意味せず、落後者の位置に甘んずることを意味する。 5) したがって、子どもたちは能力

主義価値による自己、あるいは他者の評価に囚われ続けることになってしまうのである。

教育を受ける機会の平等だけでなく、何よりも結果の平等を目指し、子どもたちの現在

と将来の生活を切り開く力としての学力を形成しようとしてきた戦後教育実践にとって、

こうした状況に立ち向かい、克服して行くことが重要な課題となってくるのである。

(5)学校批判論の限界性
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受験のための授業が子どもたちから学ぶ喜ぴを奪い、管理主義的な指導が子どもたちの

学校からの疎外を一層深刻なものとする中で、その原因を学校という制度が本来的に持つ

性格に求める学校批判論が、さまざまな立場から主張されることになる。

しかし、それらは、学校の持つ公共性を切り捨てることにつながる「脱学校論」や、知

識の伝達、あるいはその逆に人格形成に学校の機能を限定していこうとするものである。

つまり 、さまざまに主張される学校批判論は、総じて学校批判論自身が批判の対象に据え

た現実の学校制度の枠内にとどまり、その機能の一部を特化させようとするものであった

り、逆に学校制度の現実を無視したものである。したがって、これらは、今日の学校の抱

える危機的状況を本質的に打開し得るものではないといえる。

我々に今求められているのは、子どもたちにとって「抑圧の場」である学校を、学ぶ喜

びや自らの成長・発達を実感できる場につくりかえていくことであり 、今日の学力論は、

授業において子どもたちに何が学ばれるべきなのか、それはどのような学ぴ方をくぐらな

ければならないのかという問題をあらためて問うものとなるのである。

(6)文部省「新学力観」の登場

今日の学力論の背景となっている学歴競争の激化や、登校拒否・不登校や「いじめ」問

題などに対する社会的な関心の高まりは、教育政策・行政を担当する文部省にと っても無

視することのできない問題である。これらの問題に対する文部省の対策は、 1989年改訂の

学習指導要領及びそれに伴って改訂された指導要録に表されているが、今回の改訂におい

て最も注目されるのが、 「新学力観」である。

「新学力観」においては、学力の構造が、これまでの「知識・理解」を中心とするので

はなく、 「関心・意欲・態度」を中核に据えたものとなっているところに特徴がある。

これは、指導要録に先立って改訂された新指導要領において、 「墓礎・墓本」の内容の

捉え方が変化していることにも表れている。つま り、 これまでの基礎・基本は、 「知識・

技能」を中心に捉えられてきたが、新指導要領においては、 「知識を生産する手法、ある

いは知識を自分で開拓して身につけていくような手法、あるいは事象の考察の仕方を身に

つけたり、学習の仕方を身につけたり」することだ、と捉えられているのである。6)

ここで注目しなければならないのは、一方で、墓礎 ・基本を「知識を生産する手法」、

あるいは「学習の仕方」としながら、他方では、学習内容の低学年への下降が行われてい

ることである。しかもここに、学校週五日制の問題が絡んでくる。これは新指導要領の最

大の自己矛盾である。つまり、 「知識を生産する手法」や「学習の仕方」を身につけるた

めには、子どもたちの発達に応じた課題を、仲間と共に、自由な活動を通して学びとって

行くことが不可欠である。ところが、新学習指導要領においては、学習内容は難化・過密

化し、学校週五日制によって、子どもたちに与えられる時間はなお一層減少することにな

るの。しかも、 「個に応じた指導」は、子どもたちの学びの共同化の論理を持ち合わせて

いないために、子どもたちの学びは個別化され、分断されることになる。

このように見てくると、 「新学力観」が、今日の学びの空洞化と言う現象に対して、そ

の克服の課題を、学校で教え伝えられる内容と、その教授一学習過程のあり方の問題に焦

点化して捉えたことは評価できるとしても、それが、学習内容難化 ・過密化と、学ぴの個

別化・分断化とが併せて主張されるかぎり、それは今日の学びの空洞化といわれる状況を

進行させはしても、克服するものとはなり得ないといえるのである。
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3.「学校知」の批判・組み賛えと学びの共同化

ここまで学ぴの空洞化という現象を、受験競争とのかかわりで述べてきた。学びの空洞

化という現象は、確かに受験競争に伴う必然的帰結として顕在化してくるが、それは、受

験競争に直接の原因を持っているというよりも、授業において子どもたちに学びとられる

中身そのものの持つ性質、あるいはそれらの教え・学びの様式の持っている性質に原因を

持っているといえる。したがって、学びの空洞化という現象の克服に向かっては、駒林氏

が指摘しているように、 「学校知」の組み替えと「学校知」の教え学びの様式の改善が課

題化されることになる。”問題は、組み替え、改善していくその方法である。

(1) 「学校知」の組み替えとその教え学ぴの様式の改善

1) 「学校知」とその教え学ぴの墓本的性質とその組み替え・改善

駒林邦男氏は、「学校知」を「学校の授業で教師が教え（伝え）ようと意図し，計画し，

準備した知識＝情報」 （下線は駒林）に限定し、 「子どもの『活動としての知』 （子ども

の認知活動）」や、 「教師が実際に子どもたちに教え（伝え） fこ知識＝情報」とは区別す

る。

駒林氏のいう「学校知」は、 《カリキュラムの三つのレヴェル》 （①教え・学ぴのレヴ

ェル、②学校・教師の計画・意図のレヴェル、③政策のレヴェル）のうち、 「カリキュラ

ム2 」 「カリキュラム 3 」に対応する。 「カリキュラム2 」 「カリキュラム 3 」は、それ

ぞれ具体的には、学校が編成する教育課程や指導計画であり、 『学習指導要領』である。

また、 『学習指導要領』や教科書に記載されている知識は、 「『定型として公定され』，

それを学ぶ者には『規範として強制される』情報（知）， 『この定型に同調しない場合，

（学習者は）何らかの制裁を受けることになる情報（知）」としての「制度化された知」 8)

である。

さて、このような「学校知」は、基礎性、公定性、イデオロギー性という三つの墓本的

性質を持つ。 9)つまり、 「学校知」は、人間的能力の発達の基礎の要素を含んで溝成され

ており（基礎性）、国家によって「定型として公定され」た「制度化された知」によって

枠づけられ（公定性）、したがって、支配的社会階層のイデオロギーが浸透した知である

（イデオロギー性）と特徴づけることができる。

駒林氏は、以上のように特徴づけられる「学校知」の組み替えを課題化する。その課題

とは、 「制度化された知とヴァナキュラーな知との接続の問題」である。 I0) つまり、「一

方では、子どもの外部で組織された知の子どもにおけるヴァナキュラー化を可能にするよ

うに、学校で教える知をどう組み替えるか」、そして、 「他方では、学校で教える知によ

って、子どもの既有のヴァナキュラーな知をどう組み替え、高めるか」 11) という問題で

ある。

次に、 「学校知」の教え ・学ぴが持つ「迂回性」 「交換性（非ーヴァナキュラー性）」

という特質が問題とされ、その改善が課題とされる。 「学校知」の学ぴの「迂回性」とい

う性質は、 「学校知」が主として言語によって表現された概念や観念であり、それが教室

という特殊な時空間において学ばれることによって、概念や観念の社会的・日常的文脈か

ら切り離されているために生じてくる。また、 「学校知」の学ぴの「交換性（非ー ヴァナ

キュラー性）」は、 「学校知」の碁礎性と、その学びの迂回性から派生してくるものであ
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る。つまり、 「いつかは自分の役に立つかもしれないけれども日々の生活とは直接は結び

つかない」「制度化された知」が、社会的・日常的な文脈から切り雌され、 「具体性、固有

性を奪われて抽象化され」ることにより、入学 ・卒業といった学びの本来の価値とは異な

る価値へと交換されることになるのである 12)

こうした「学校知」の教え一学びの様式の改善は、 一斉授業による伝統的な「学校知」

の教え学びの様式＝一人の教師から複数の学習者に対して同じ時間、同じ教科内容 ・教材

・教授行為によって働きかけるという様式から脱却し、 「個に応じた指導法」を開発する

ことが課題である、とされる。

2)隠れたカリキュラムと学びの空洞化

さらに、駒林氏は、 「子どもは授業で何を学ぶか」を問題にし、 「カリキュラム2 」や

「カリキュラム 3 」とは区別される「カリキュラム 1 」において問題となる、隠れたカリ

キュラム（ヒドゥン・カリキュラム）を次のように規定する。つまり、隠れたカリキュラ

ムとは、 「表のカリキュラム（「カリキュラム2 」, 「カリキュラム3 」)の中や教師の

教え活動の中では表立って述べられ，語られることはないけれども暗黙理に伝えられ，子

どもたちが，自覚的あるいは無自覚的に，教師のメタ・コミュニケーション等々から笠廷

とってしまったところの黙示的な規範 ・価値 ・信念，また，メタ認知的知識（メタ・学習

的知識を含む），解釈方法 ・解釈性向である」。 I3) 

隠れたカリキュラムが、学びの空洞化に対して与える影響は極めて大きい。 つまり、上

述の「学校知」やその教え学びの持つ諸性質は、 「カリキュラム 2 」や「カリキュラム 3」

のレベルにおいて、教師あるいは支配的社会階層によって明示的に子どもに伝えられるの

ではなく 、すべて「カリキュラム 1 」のレベルにおいて、隠れたカリキュラムを通して伝

えられるからである。そして、隠れたカリキュラムの学びの空洞化に対する最も重要な影

響は、それが子どもたちに学びに対する無力感を学習させてしまうことである。子どもに

とって切実な課題に結びついて行かない「学校知」が、それを学ぶことが拒否できないほ

ど脅迫的に捉えられ、一斉授業によって「おしきせ」的に伝達されるなかで、子どもたち

は、勉強しても何の役にも立たない、役に立つとすればそれは学歴を得るためだと感じ、

わからない、できない子どもは、早くから自分の能力に見切りをつけ、 「わかりこ込，で

き上止」とも思わなくなって行くのである。 14)

3)「学校知」の組み替えと学びの共同化

以上のよ うに、駒林氏においては、学習の空洞化という、最も深刻な、これまで考えら

れてきた学校教育の役割を揺さぶるような状況は、

①人間的能力の発達の基礎の要素を含んで構成されており、国家によって「定型として

公定され」た「制度化された知」によって枠づけられ、したがって、支配的社会階層の

イデオロギーが浸透した知として特徴づけられる「学校知」を、

②社会的 ・日常的文脈から切り離された形で学ぶことによって、学ぴはその本来の価値

とは異なる価値へと交換されている。

③しかも、隠れたカリキュラムによって、 「学校知」やその教え一学びの様式の持つ諸

性質や、自己の能力に対する見切りや、学びに対する無力感を学習し、 「わかりと止，

できこ止」とも思わなくなってしまっている状況
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として捉えられることになる。

駒林氏が、 「学校知」の組み替えとその教え一学びの様式の改善という課題を提示する

ことによって創出しようとしている授業像は以下のようなものであろう。つまりそれは、

「学校知」とヴ ァナキュ ラーな知を接続することによって、子どもたちに学ばれる知識を

社会的・日常的文脈のなかに据え直し、また「学校知」をヴァナキュラー化することによ

ってその学ぴに具体性と固有性とを取り戻す。これは教師の指導を個別化していくことに

よってより強化される。そして以上のような授業における学ぴは、交換性という性質を弱

めていく。

駒林氏の授業像を、以上のように捉えることができるとすれば、そこには二つ疑問が残

る。第一には、駒林氏は、 「学校知」の組み替えを「制度化された知とヴァナキュラーな

知との接続の問題」として捉えていることである。この問題は、駒林氏自身によって、ヴ

アナキュラーな知の短調増加的拡大によって解決するものとは考えられてはいない。まさ

に、 「教育と生活の結合」 「教育と科学の結合」の今日的な意味での統一という問題とし

て把握されているのである。I5) ところで、 「教育と生活の結合」という教育原則が目指

したのは、子どもたちを取り巻く実生活に内在するさまざまな矛盾に学校教育が、それを

自らの課題として取り組むことで生活の中の矛盾を反映した子どもたちの内面を変革し、

さらには子どもたちの実生活や、学校で教えられる科学や文化そのものの質を問い直して

行くことであった。したがって、今日的な意味において「教育と生活の結合」の問題は、

何よ りも、子どもたちを取り巻くわが国の社会の質を問い直して行くことを目指さなけれ

ばならないし、それは必然的に人類全体が抱える課題へとつながって行くものでなければ

ならないのである。このような意味において、駒林氏の言う「ヴァナキュラーな知」は、

学びの空洞化を克服し、未来を生きる子どもたちに必要とされる学力の形成という課題に

対しては、不十分であるといえよ う。

第二に、駒林氏は、 「学校知」の教え一学びの様式を「個に応じた指導法」の開発によ

って改善しようとしているが、もう一方で子どもたちの学ぴの共同化・共有化については

何も論じられていないことである。今日言われている学習の空洞化という状況は、そこで

身につけられた学力が、自分の生き方につながっていくようなものとして学び取られてい

ないということであるが、それは学習される内容が子どもたちの現実の課題と結ぴついて

いないということだけでなく、学力競争の激化のなかで、子ども同士の関係が敵対的なも

のとなり 、学びの共同化・共有化が困難になっていることでもあるのである。確かに、 一

斉授業においては、子どもたちの学ぴとりは画ー的なものとなっており、その意味で子ど

も一人ひとりの個性的な学びとりを保障することは重要な問題である。しかしながら、子

どもたちの学びにとって、その共同化 ・共有化は、自らの生き方を確かにつかみ取って行

くためには欠くことのできない本質的要件なのである。したがって、学びの空洞化を克服

しようとする授業の構想は、学びの共同化 ・共有化の論理に貫かれていなければならない

のである。

以上に見てきたように、駒林氏の「学校知」批判、 「学校知」の教え一学びの様式の改

善という主張は、学びの空洞化の発生のメカニズムを明らかにした点で、非常に意~義深い

ものである。しかし、駒林氏による学びの空洞化克服のための提起は、 「教育と生活の結

合」という教育原則の把握の不十分さと、子どもたちの学びの共同化の論理を内在してい

ないがために不十分なものとなっているといえよう。
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(2) 「批判的学ぴ方学習」と「新しい知」の形成

1) 「なにを」から「どのように」への教育方法の転換

竹内常ー氏は、 「ユネスコを中心とする国際教育運動と子どもの権利条約によって提言

されている」授業・学習観を、学校・社会を貫く「価値の一元的支配」を乗り越え、学習

の空洞化を克服するものとして提起しているが、そこには、 「教育と生活の結合」という

教育原則の眼目、つまり、子どもたちを取り巻く生活に内在する矛盾を、教育の課題とし

て捉え、それに取り組むことで子どもたちの内面を変革し、子どもたちの生活や、学校で

教えられる科学や文化の質を問い直していこうという志向性が位置づいているのである。

竹内氏は、子どもの権利条約において最も注目に値するのは、 「子どもの社会参加権と

学習権の統一的把握」だとする。それは、両者を相互媒介的に発展させていくことを目指

すという意味においては、 「一九五〇～六0年代に力説された『実生活と学習との結合』

原則と碁本的に一致するものである」。 16) また、 1985年のユネスコ「学習権宣言」にお

いて学習とは、「個人および集団の生活現実ないしは権利状況という文脈から世界（テクス

ト）を読み開き、それに変わるいまひとつの世界（テクスト）をつくりだしていくこと」

である。そうすると学習とは、 「そのテクスト（世界）を手がかりにして、個人および集

団の生活現実と権利状況という文脈のなかに隠されていたテクスト（世界）を紡ぎだして

いくということでもある」。したがって、 「教育・授業は、なによりもまず、子どもの学

習権・社会参加権に応えるもの、子どもの社会参加と学習を中心とするものでなければな

らない」 1”のである。

国際教育運動においては、 (1)問題提起的・課題中心的な教育方法、 (2)グローパルな

パースペクティプ（見とおし）をもった教育方法、 (3)対話・討論による学習方法、 (4)

想像的でかつ創造的な学習方法、 (5)参加と社会的活動による学習方法、といった教育方

法の改革と、それを通じて、 (1) なにを教えるかではなく、どのように考えるかを教える

こと、（2) 分析的で批判的な能力を発達させること、 (3) 自由な討論を受け入れ、それに

参加し、集団のなかで学ぴ働く能力を発達させること、 (4)創造的想像力を発達させるこ

と、 (5)人類的な課題の解決に対する社会的責任および恵まれない集団との連帯を発達さ

せることの追求が求められている。

これをうけて、竹内氏は、国際教育運動が追求する教育方法の改革を、 「なにを教える

かではなくて、個人および集団の権利の側からする学ぴ方を教えること、つまり、分析的

で批判的、創造的で共同的な学ぴ方を獲得していく『批判的学び方学習』であるといって

いいだろう」 18)と捉えている。

さて、ここで問題となるのは、竹内氏が、 一元的能力主義に対するさまざまな批判を受

けて提起された多元的な新能力主義の学習観を「機能主義的学ぴ方学習」 19)と特徴づけた

ことと、国際教育運動において提唱されるとする「批判的学び方学習」の違いである。

竹内氏は、 「機能主義的学ぴ方学習」においては、それと結ぴつく特定の「学習の対象

や内容、学習主体の問題意識や生活文脈」がないとした。あるとすれば、それは「学校・

企業・国家という権力的文脈」 20)である。これに対して、 「批判的学び方学習」が結びつ

くのは「個人および集団の生活現実ないしは権利状況という文脈」 21)である。また、 「批

判的学び方学習」においては、 「分析的で批判的、創造的で共同的な学ぴ方」を獲得して

いくことになるが、 「機能主義的学ぴ方学習」においてはいかなる学び方を獲得していく
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ことになるのだろうか。それは「『特定の学習の仕方の学習』」 22)であり、道徳的で現状

肯定的、受容的で敵対的な学ぴ方と特徴づけられるようなものであろう。

以上のように、 「批判的学び方学習」は、 「個人および集団の生活現実ないし権利状況

という文脈」に結びついており、そこでは「分析的で批判的、創造的で共同的な学ぴ方」

を獲得していく。これに対して「機能主義的学ぴ方学習」は、 「学校・企業・国家という

権力的文脈」に結ぴついており、道徳的で現状肯定的、受容的で敵対的な学ぴ方を獲得し

ていくことになる。

しかし、両者の相違はこれだけではない。学習にとって最も重要な学習の対象、内容に

おいても両者は決定的に異なるのである。 「批判的学ぴ方学習」においては、学習の対象

・内容は、 「人権の国際的な拡張、人権•平和・軍縮・環境・開発などの人類的課題の解

決、国際的連帯の確立などについての知識・技能・態度・、思想・価値観」 23)である。これ

に対して、 「機能主義的学び方学習」においては、その学習の対象・内容は、駒林氏の言

うところの「制度化された知」である。学習の対象・内容における両者の違いは、 一方は

学習を通じて自らの生き方を人類的な課題へとつないでいくことができるのに対して、他

方は学べば学ぶほど自らの生き方を支配的な秩序のなかに埋もらせてしまうという決定的

な相違となって現れる。

以上のように見てくると、国際教育運動のなかで結実してきた「批判的学ぴ方学習」が

今日の学びの空洞化という状況を克服していくために非常に有効であることがわかる。

2) 「批判的学ぴ方学習」の実践的展開

以上のような「批判的学び方学習」を中心とする授業において形成される学力とはどの

ようなものであろうか。

吉田和子氏は、東京都立第四商業高校の現場教師である。吉田氏は、 「資格取得を至上

とした『数量・スピード・画一性』と『注入・暗記』に支配され」、 「授業が教師•生徒

たちにとって『苦役』化し、学びの空洞化が深く進行してしまっているといっていい現場

状況下」 24) において、 「現実の生活に根ざして、既成の知識に疑いのまなざしをもって

こだわりつづけるなかで、自前の言葉（思考）を育むことのできる自己教育主体としての

生徒たちを、授業のなかでどう育てるのか」という実践課題意識を背景にして、三年生の

「商業法規」の授業を自主編成・実践している。 25) ここでは、 「商業法規」の実践を素

材にして、吉田氏が授業のなかで生徒たちに育てようとしている学力とは何かを探ってみ

たい。

吉田氏にとって、 「商業法規」の授業を自主編成していく時の工夫の力点は、 「現実生

活に視点をすえた内容のしぽりこみと、授業展開の基軸が対話・討論というところ」 26)に

ある。 「商業法規」の授業においては、 「商業」が取り払われ、 「家族法・労働法・憲法

を軸にした内容に変え」 27)られている。それは、 「“男は仕事・女は家庭＂という性別役

割分担意識」が根強く、 「卒業後の生活イメージを描くことができず、行きあたりばった

りである」 28)生徒たちに、 「生徒たちが卒業後所属する家族集団・職業集団・地域集団の

なかで、いま何が問題になっているのか、その問題を日本や世界の人たちはどう考えよう

としてるのか、そしてそれを自分自身の問題としてどのように考えるのか」 29)という問題

を突きつけるものである。

また、対話・討論を軸にした授業展開を通じて、生徒たちに、 「自分の学習要求を討論
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を通じて共同学習課題」 30)化するという「学習内容の選択権」や、 「学習方法の自己決定

権」 31)が保障されることによって、 「苦役」としてではなく、真に自らの生き方を豊かに

するような学習活動が展開されていったのである。

吉田氏はこの授業を通じて生徒たちに何をつかませ、どんなちからを育てようとしたの

であろうか。それは一言でいえば、自らの感性・経験知、具体的な生活の事実にこだわり

ながら、真理・常識といわれるものに批判的に迫っていける「人間的なかしこさ」とそれ

を支える批判的な学習の仕方だといえよう。つまり、こういった授業における学習は、科

学的な知識や技能を獲得するための過程ではなく、言い換えれば、知識・技能を獲得する

ための手段ではなく、まさに「自前の言葉（思考）」を育む過程であり、自らの生き方を

豊かにしていく過程なのである。

しかし、慎重に検討しなければならないのは、吉田氏が「疑う知性」 32)や「人間的かし

こさ」をいくら重視したとしても、その形成は、吉田氏自身が授業に先立って設定した学

習内容を抜きにはなし遂げられないのである。吉田氏が、生徒たちにとってリアリティを

欠いた課題を提示したとすれば、生徒たちはこれ程までに「かしこさ」を身につけること

はなかったであろう。つまり、子どもたちに真の学びを保障するためには、子どもたちに

とって学ぴがいのある、 リアルな課題設定（学習内容の組織化）と学習過程における自治

の保障が二つの不可欠の契機として切り離しがたく結びついていなければならないのであ

る。こうした学習過程を通して、はじめて、 「新しい知」の形成が現実のものとなるので

ある。

4．まとめ

今日の学力をめぐる議論は、公教育の危機といわれる学校教育をめぐるさまざまな問題

状況、その中でも、学校の授業における学習が、子どもたち自らの生き方を確かにしてい

くものとなっていない状況、学習から疎外された状況＝学びの空洞化という状況を背景と

して巻き起こってきた。それは国家によって「定型として公定され」、それを学ぶ者には

「規範として強制され」、 「この定型に同調しない場合、何らかの制裁を受けることにな

る」知としての「制度化された知」 （「学校知」 「制度知」）と、その教え一学びの非日

常性、交換性という性質によって基礎づけられていた。つまり、 「学校知」が、人間的能

カの発達の基礎の要素を含んで構成され、また、学校教育が子どもたちの将来への準備教

育としての性格を有しているために、 「学校知」とその教え一学ぴの過程は、非日常的な

ものにならざるを得ない。そして、まさにそのために、 「学校知」の学ぴは学び本来の価

値を失い、学歴などの別の価値へと交換される。

これに対して、 1950年代以降論じられてきた、学力とは何か、学力をどのように形成す

るのかという問題の基本的構図も、科学的に系統化された知識・技能を順次学んでいくと

いう意味で、「学校知」の教え一学ぴと同様の性格を持っていた。そのため、学習の空洞化

の克服の方向を指し示し得るものとはならなかった。こうした状況において、今日、学力

の新しい形態が求められているのである。

それは、学力とは何かという問題が、学校を支える国内の社会状況が劇的に変化し、ま

た、平和・人権・環境といった人類的な課題が累積されている世界的な状況において、今

日的な国民的教養像を再構築していく課題として問われていることを意味している。それ
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は、これまで正しいと考えられてきた、科学の系統的教授という学力形成の方法が、再吟

味にかけられることをも意味している。学習のあり方そのものが学力の質を決定する重要

な契機として学力概念のなかへ含みこまれようとしている今日、何を、どのように学んで

いけば今日求められている学力を身につけることができるのかが、教育学の最重要テーマ

となってくるであろう。

ところが、これまでの学力をめぐる論議においては、学力の中身と考えられてきた知識

・技能・芸術的形象といったものと、学力形成の過程で子どもたちに獲得される諸能力と

が相対するものとして捉えられる傾向があった。しかし、今日の学ぴの空洞化という状況

を克服していくためには、それらを止揚したものとして学力を捉え直していかなければな

らない。

そのとき、今日の学力論は、学力の能力としての側面に力点を置いて論じられる傾向が

あり、いつでも不可知論的世界へ転げ落ちる危険性と隣合わせであることを忘れてはなら

ない。学び方それ自体が学力の重要な契機としてその概念に含まれるとしても、それは決

して学力のもう一方の契機である学習される対象・内容を軽視することになってはならな

いのである。

この問題は、読み ・書き ・算という基礎学力が今日求められる新しい学力において、ど

のように位置づくのかという問題を内に含んでいる。吉田氏が言うように、 「学校教育一

二年間の、子ども•生徒の認識の発達を視野に入れた学力構造」 33) が明らかにされなけ

ればならない。

今日学力を論じることは、否定的状況を呈している学校とそれを支える社会に対する批

判に支えられており、新たな学校像・社会像の創出へと結ぴついている。そこでは、子ど

もたちの学習は、 「制度化された知」として子どもたちに突きつけられる科学・文化に、

そして現実の世界に対して批判的にかかわっていくことを求められている。これは、竹内

氏が言うように、戦後教育学において「教育と生活との結合」原則として自覚されてきた

問題である。したがって、 「教育と生活との結合」あるいは、学校教育における「科学と

生活の結合」という原則・課題の今日的なあり方の追求が求められているのである。

これは授業だけでなく、すべての学校教育に貫かれなければならない課題であり、教師

と子ども、そして地域の父母・住民との対話・共同によって支えられたとき、はじめて現

実的な見通しをつかむことができるであろう。
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